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北本市個人情報保護条例の一部を改正する条例新旧対照表（平成２７年１０月５日施行） 

（下線は改正部分） 

現             行 改      正      案 解             説 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

 ⑴ 略 

 

 

 

 

 

 ⑵～⑸ 略 

 

 （収集方法の制限） 

第８条 略 

２ 実施機関は、前項の規定にかかわらず、次

の各号のいずれかに該当するときは、個人情

報を本人以外のものから収集することがで

きる。 

 ⑴・⑵ 略 

 ⑶ 人の生命、健康又は財産に対する危険を

避けるため、緊急かつやむを得ないと認め

られるとき。 

 ⑷・⑸ 略 

３・４ 略 

 

 

 

 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げ

る用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

 ⑴ 略 

 ⑵ 特定個人情報 行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律（平成２５年法律第２７号。

以下「番号法」という。）第２条第８項

に規定する特定個人情報をいう。 

 ⑶～⑹ 略 

 

 （収集方法の制限） 

第８条 略 

２ 実施機関は、前項の規定にかかわらず、

次の各号のいずれかに該当するときは、個

人情報を本人以外のものから収集すること

ができる。 

 ⑴・⑵ 略 

 ⑶ 人の生命、身体又は財産の保護のため

に緊急に必要があるとき。 

 

 ⑷・⑸ 略 

３・４ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 条例中に新たな定義を加えます。番号法

を引用し、用語の意義を明確にすることで、

解釈上の疑義がないようにします。 

資料２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 番号法及び国の個人情報保護の法律で規

定されている表現に統一します。 

 

 

 

 

 

 

 

資料１ 
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 （利用及び提供の制限） 

 

第１１条 実施機関は、第７条第１項の規定に

より登録した利用目的の範囲を超える当該

登録に係る個人情報の利用（以下「目的外利

用」という。）又は実施機関以外のものに対

する当該登録に係る個人情報の提供（以下

「外部提供」という。）を行う場合は、本人

の同意を得なければならない。 

 

 

２ 実施機関は、前項の規定にかかわらず、次

の各号のいずれかに該当する場合において

は、本人の同意を得ないで、目的外利用又は

外部提供（以下「目的外利用等」という。）

を行うことができる。 

 ⑴ 略 

 ⑵ 人の生命、健康又は財産に対する危険を

避けるため、緊急かつやむを得ないと認め

られるとき。 

 ⑶・⑷ 略 

３・４ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （特定個人情報以外の個人情報の利用及び

提供の制限） 

第１１条 実施機関は、第７条第１項の規定

により登録した利用目的の範囲を超える当

該登録に係る個人情報（特定個人情報を除

く。以下この条及び第１２条において同

じ。）の利用（以下「目的外利用」という。）

又は実施機関以外のものに対する当該登録

に係る個人情報の提供（以下「外部提供」

という。）を行う場合は、本人の同意を得

なければならない。 

２ 実施機関は、前項の規定にかかわらず、

次の各号のいずれかに該当する場合におい

ては、本人の同意を得ないで、目的外利用

又は外部提供（以下「目的外利用等」とい

う。）を行うことができる。 

 ⑴ 略 

 ⑵ 人の生命、身体又は財産の保護のため

に緊急に必要があるとき。 

 

 ⑶・⑷ 略 

３・４ 略 

 

 （特定個人情報の利用の制限） 

第１１条の２ 実施機関は、利用目的以外の

目的のために特定個人情報を自ら利用して

はならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、

人の生命、身体又は財産の保護のために必

要がある場合であって、本人の同意があり、

又は本人の同意を得ることが困難であると

きは、利用目的以外の目的のために特定個

 既存の個人情報の目的外利用・外部提供

の規定から、特定個人情報が同じ取り扱い

にならないように除きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 番号法及び国の個人情報保護の法律で規

定されている表現に統一します。 

 

 

 

 

 特定個人情報固有の目的外利用について

定めます。 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （外部提供先に対する措置要求） 

第１２条 実施機関は、前条第１項又は第２項

の規定により外部提供する場合において必

要があると認めるときは、提供を受ける者に

対し、当該個人情報の使用目的若しくは使用

方法の制限その他必要な制限を付し、又はそ

の適正な取扱いについて必要な措置を講ず

るよう求めなければならない。 

 

 

 （電子計算機の結合の禁止） 

第１３条 実施機関は、個人情報を処理するに

当たり、電子計算機の国及び他の地方公共団

体等と通信回線等を利用する結合をしては

ならない。ただし、実施機関が審議会の意見

を聴いて、特に必要があると認めたときはこ

の限りでない。 

 

人情報を自ら利用することができる。 

３ 前条第３項及び第４項の規定は、利用目

的以外の目的のために特定個人情報を自ら

利用する場合について準用する。 

 

 

 （特定個人情報の提供の制限） 

第１１条の３ 実施機関は、番号法第１９条

各号のいずれかに該当する場合を除き、特

定個人情報を提供してはならない。 

２ 第１１条第３項の規定は、前項に規定す

る場合に該当し、特定個人情報を提供する

場合について準用する。 

 

 （外部提供先に対する措置要求） 

第１２条 実施機関は、第１１条第１項又は

第２項の規定により外部提供する場合にお

いて必要があると認めるときは、提供を受

ける者に対し、当該個人情報の利用目的若

しくは利用方法の制限その他必要な制限を

付し、又はその適正な取扱いについて必要

な措置を講ずるよう求めなければならな

い。 

 

 （電子計算機の結合の禁止） 

第１３条 実施機関は、個人情報（特定個人

情報を除く。以下この条において同じ。）

を処理するに当たり、電子計算機の国及び

他の地方公共団体等と通信回線等を利用す

る結合をしてはならない。ただし、実施機

関が審議会の意見を聴いて、特に必要があ

ると認めたときはこの限りでない。 

 

特定個人情報の目的外利用においても、

個人情報の目的外利用等と同様に、目的外

利用の記録、本人通知、審議会への報告を

義務付けます。 

 

 

 特定個人情報は、条例において外部提供

できません。 

 

番号法において外部提供したときは、個人

情報と同様に記録を義務付けます。 

 

 

 

条ずれに伴う改正です。 

 

 

表現の統一をします。 

 

 

 

 

 

 

 番号法は、特定個人情報を国、地方公共

団体その他様々な機関と情報ネットワーク

システムにより照会・提供をすることを目

的としているため、これを禁止する本条か

ら除きます。 
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２ 略 

 

 （開示の請求等） 

第１４条 略 

２ 未成年者若しくは成年被後見人の法定代

理人又は病気、負傷等やむを得ない理由があ

り、かつ、個人情報の開示をすることが本人

の福祉の増進に資すると実施機関が認める

代理人は、本人に代わって前項の規定による

開示の請求（以下「開示請求」という。）を

することができる。 

３～６ 略 

 

 （削除の請求） 

第１６条 何人も、実施機関に対して、第６条

の規定に違反し、又は第８条第１項若しくは

第２項の規定によらないで自己情報が収集

されたと認めるときは、当該自己情報の削除

を請求することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 略 

 

 （開示の請求等） 

第１４条 略 

２ 未成年者若しくは成年被後見人の法定代

理人又は本人の委任による代理人（以下こ

れらを「代理人」という。）は、本人に代

わって前項の規定による開示の請求（以下

「開示請求」という。）をすることができ

る。 

 

３～６ 略 

 

 （削除の請求） 

第１６条 何人も、実施機関に対して、第６

条の規定に違反し、又は第８条第１項若し

くは第２項の規定によらないで自己情報

（特定個人情報を除く。以下この条及び次

条において同じ。）が収集されたと認める

ときは、当該自己情報の削除を請求するこ

とができる。 

 

 （特定個人情報の利用の中止等の請求） 

第１７条の２ 何人も、自己情報のうち特定

個人情報が次の各号のいずれかに該当する

と思料するときは、この条例の定めるとこ

ろにより、当該特定個人情報を保有する実

施機関に対し、当該各号に定める措置を請

求することができる。 

 ⑴ 当該特定個人情報を保有する実施機関

により適法に取得されたものでないと

き、当該特定個人情報の利用の目的の達

 

 

 

 

 

 代理人制度を緩和します。委任状があれ

ば、誰でも本人に代わって開示の請求等を

することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 特定個人情報の削除については、次条で

固有の規定を設けるため除きます。 

 

 

 

 

 自己の特定個人情報が不正に取り扱われ

たときは、その利用の中止や削除、提供の

中止を求めることができる規定を設けま

す。 
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 （準用） 

第１８条 第１４条第２項及び第６項の規定

は、前３条の規定による請求について準用す

る。 

 

 （請求方法） 

第１９条 第１４条第１項の規定による自己

情報の開示、第１５条の規定による自己情報

の記載の訂正、第１６条の規定による自己情

報の削除又は第１７条第１項の規定による

自己情報の目的外利用等の中止（以下「開示

等」という。）の請求をしようとする者は、

当該請求に係る個人情報を管理している実

施機関に対して、本人又はその代理人である

ことを明らかにして、次の各号に掲げる事項

を記載した請求書を提出しなければならな

い。 

 

 

成に必要な範囲を超えて保有されている

とき、第１１条の２の規定に違反して利

用されているとき、番号法第２０条の規

定に違反して収集され、若しくは保管さ

れているとき、又は番号法第２８条の規

定に違反して作成された番号法第２条第

９項に規定する特定個人情報ファイルに

記録されているとき 当該特定個人情報

の利用の中止又は削除 

 ⑵ 第１１条の３の規定に違反して提供さ

れているとき 当該特定個人情報の提供

の中止 

 

 （準用） 

第１８条 第１４条第２項及び第６項の規定

は、第１５条から前条までの規定による請

求について準用する。 

 

 （請求方法） 

第１９条 第１４条第１項の規定による自己

情報の開示、第１５条の規定による自己情

報の記載の訂正、第１６条の規定による自

己情報の削除、第１７条第１項の規定によ

る自己情報の目的外利用等の中止又は第１

７条の２の規定による特定個人情報の利用

の中止、削除若しくは提供の中止（以下「開

示等」という。）の請求をしようとする者

は、当該請求に係る個人情報を管理してい

る実施機関に対して、本人又はその代理人

であることを明らかにして、次の各号に掲

げる事項を記載した請求書を提出しなけれ

ばならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 前条の特定個人情報の中止等について

も、開示請求に関して規定されている代理

人の請求と、存否応答拒否の規定と同様に

扱うため改正します。 

 

 

 

 

 特定個人情報の利用の中止等の請求につ

いても、既存の請求方法と同様の取り扱い

をします。 
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 ⑴～⑶ 略 

２ 略 

 

 （請求に対する決定等） 

第２０条 実施機関は、前条第１項の規定によ

り開示等の請求があったときは、当該請求の

あった日から起算して開示請求にあっては

８日以内に、訂正、削除及び目的外利用等の

中止の請求にあっては３０日以内に、当該請

求に対する可否の決定（第１４条第６項（第

１８条の規定により準用する場合を含む。）

の規定により開示等の請求を拒否する決定

及び開示等の請求に係る個人情報を保管し

ていないことにより開示等をすることがで

きない旨の決定を含む。以下「開示決定等」

という。）を行わなければならない。ただし、

前条第２項の規定により、補正を求めた場合

にあっては、当該補正に要した日数は、当該

期間に算入しない。 

２ 実施機関は、やむを得ない理由により、前

項に規定する期間内に開示決定等をするこ

とができないときは、その期間を当該開示等

の請求のあった日から起算して、開示請求に

あっては３０日を限度として、訂正、削除及

び目的外利用等の中止の請求にあっては６

０日を限度として、延長することができる。

この場合においては、実施機関は、請求者に

対し、速やかに当該延長の理由及び決定でき

る時期を書面により通知しなければならな

い。 

３ 略 

４ 前項の場合において、請求に係る個人情報

 ⑴～⑶ 略 

２ 略 

 

 （請求に対する決定等） 

第２０条 実施機関は、前条第１項の規定に

より開示等の請求があったときは、当該請

求のあった日から起算して開示請求にあっ

ては８日以内に、訂正、削除及び中止の請

求にあっては３０日以内に、当該請求に対

する可否の決定（第１４条第６項（第１８

条の規定により準用する場合を含む。）の

規定により開示等の請求を拒否する決定及

び開示等の請求に係る個人情報を保管して

いないことにより開示等をすることができ

ない旨の決定を含む。以下「開示決定等」

という。）を行わなければならない。ただ

し、前条第２項の規定により、補正を求め

た場合にあっては、当該補正に要した日数

は、当該期間に算入しない。 

２ 実施機関は、やむを得ない理由により、

前項に規定する期間内に開示決定等をする

ことができないときは、その期間を当該開

示等の請求のあった日から起算して、開示

請求にあっては３０日を限度として、訂正、

削除及び中止の請求にあっては６０日を限

度として、延長することができる。この場

合においては、実施機関は、請求者に対し、

速やかに当該延長の理由及び決定できる時

期を書面により通知しなければならない。 

 

３ 略 

４ 前項の場合において、請求に係る開示等

 

 

 

 

 

 

 

 「特定個人情報の提供の中止」を含める

ため、目的外利用等を削り、「中止」のみ

の規定としました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第１９条で略称されている「開示等」の



 7 

の全部若しくは一部の開示、訂正、削除又は

目的外利用等の中止をしないことの決定（以

下「請求に応じない旨の決定」という。）を

行ったときは、その理由を併せて書面により

通知しなければならない。この場合におい

て、当該請求に応じない理由がなくなる期日

をあらかじめ明示できるときは、その期日を

付記しなければならない。 

 

 （開示等の実施及び方法） 

第２２条 略 

２ 実施機関は、第２０条第１項の規定により

訂正、削除又は目的外利用等の中止をする旨

の決定を行ったときは、速やかに当該個人情

報の記載の訂正、削除又は目的外利用等の中

止をしなければならない。 

３ 略 

 

 （不服申立て） 

第２４条 開示決定等について、行政不服審査

法（昭和３７年法律第１６０号）の規定によ

る不服申立てがあったときは、当該不服申立

てに対する決定をすべき実施機関は、次の各

号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞な

く北本市情報公開・個人情報保護審査会に諮

問しなければならない。 

 ⑴ 略 

 ⑵ 決定で、不服申立てに係る請求に応じな

い旨の決定を取り消し、又は変更し、個人

情報の全部の開示、訂正、削除又は目的外

利用等の中止をすることとするとき。ただ

し、当該請求に応じない旨の決定について

をしないことの決定（以下「請求に応じな

い旨の決定」という。）を行ったときは、

その理由を併せて書面により通知しなけれ

ばならない。この場合において、当該請求

に応じない理由がなくなる期日をあらかじ

め明示できるときは、その期日を付記しな

ければならない。 

 

 

 （開示等の実施及び方法） 

第２２条 略 

２ 実施機関は、第２０条第１項の規定によ

り訂正、削除又は中止をする旨の決定を行

ったときは、速やかに訂正、削除又は中止

（以下「訂正等」という。）をしなければ

ならない。 

３ 略 

 

 （不服申立て） 

第２４条 開示決定等について、行政不服審

査法（昭和３７年法律第１６０号）の規定

による不服申立てがあったときは、当該不

服申立てに対する決定をすべき実施機関

は、次の各号のいずれかに該当する場合を

除き、遅滞なく北本市情報公開・個人情報

保護審査会に諮問しなければならない。 

 ⑴ 略 

 ⑵ 決定で、不服申立てに係る請求に応じ

ない旨の決定を取り消し、又は変更し、

個人情報の全部の開示又は訂正等をする

こととするとき。ただし、当該請求に応

じない旨の決定について第三者から反対

表現を用います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 略称を設けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 略称します。 
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第三者から反対意見書が提出されている

ときを除く。 

２ 略 

 

 （諮問をした旨の通知） 

第２５条 前条第１項の規定により諮問をし

た実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問を

した旨を通知しなければならない。 

 ⑴ 略 

 ⑵ 開示請求をした者、訂正の請求をした

者、削除の請求をした者又は目的外利用等

の中止請求をした者（これらの者が不服申

立人又は参加人である場合を除く。） 

 ⑶ 略 

 

 （他の制度等との調整） 

第３２条 この条例は、法令その他の定めによ

り、個人情報の開示、訂正、削除又は目的外

利用等の中止の請求ができる場合について

は、適用しない。 

２ 略 

意見書が提出されているときを除く。 

２ 略 

 

 

 （諮問をした旨の通知） 

第２５条 前条第１項の規定により諮問をし

た実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問

をした旨を通知しなければならない。 

 ⑴ 略 

 ⑵ 開示請求をした者、訂正の請求をした

者、削除の請求をした者又は中止請求を

した者（これらの者が不服申立人又は参

加人である場合を除く。） 

 ⑶ 略 

 

 （他の制度等との調整） 

第３２条 この条例は、法令その他の定めに

より、個人情報の開示（特定個人情報の開

示を除く。）又は訂正等の請求ができる場

合については、適用しない。 

２ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 特定個人情報の開示は、番号法で定めら

れていますが、本条例に基づく開示も並行

して適用させるため除きます。 
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北本市個人情報保護条例の一部を改正する条例新旧対照表（平成２９年１月１日施行） 

（下線は改正部分） 

現             行 改      正      案  

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲

げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

 ⑴・⑵ 略 

 

 

 

 ⑶～⑹ 略 

 

 （特定個人情報の利用の制限） 

第１１条の２ 略 

２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、

人の生命、身体又は財産の保護のために必

要がある場合であって、本人の同意があり、

又は本人の同意を得ることが困難であると

きは、利用目的以外の目的のために特定個

人情報を自ら利用することができる。 

 

 

３ 略 

 

 （特定個人情報の利用の中止等の請求） 

第１７条の２ 何人も、自己情報のうち特定

個人情報が次の各号のいずれかに該当する

と思料するときは、この条例の定めるとこ

ろにより、当該特定個人情報を保有する実

施機関に対し、当該各号に定める措置を請

求することができる。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲

げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

 ⑴・⑵ 略 

 ⑶ 情報提供等記録 番号法第２３条第

１項及び第２項に規定する記録に記録

された特定個人情報をいう。 

 ⑷～⑺ 略 

 

 （特定個人情報の利用の制限） 

第１１条の２ 略 

２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、

人の生命、身体又は財産の保護のために必

要がある場合であって、本人の同意があ

り、又は本人の同意を得ることが困難であ

るときは、利用目的以外の目的のために特

定個人情報（情報提供等記録を除く。以下

この条において同じ。）を自ら利用するこ

とができる。 

３ 略 

 

 （特定個人情報の利用の中止等の請求） 

第１７条の２ 何人も、自己情報のうち特定

個人情報（情報提供等記録を除く。以下こ

の項において同じ。）が次の各号のいずれ

かに該当すると思料するときは、この条例

の定めるところにより、当該特定個人情報

を保有する実施機関に対し、当該各号に定

 

 

 

 

 

条例中に新たな定義を加えます。番号法を

引用し、用語の意義を明確にすることで、解

釈上の疑義がないようにします。 

資料２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 情報提供等記録は、目的外利用できないた

め除きます。 

 

 

 

 

 情報提供等記録は、利用の中止等の請求が

できないため除きます。 
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 ⑴・⑵ 略 

める措置を請求することができる。 

 ⑴・⑵ 略 

 

 （特定個人情報の提供先への通知）  

第２０条の２ 実施機関は、訂正の決定に基

づく情報提供等記録の訂正の実施をした

場合において、必要があると認めるとき

は、総務大臣及び番号法第１９条第７号に

規定する情報照会者又は情報提供者（当該

訂正に係る情報提供等記録に記録された

者であって、当該実施機関以外のものに限

る。）に対し、遅滞なく、その旨を書面に

より通知するものとする。 

 

 

 

 情報提供等記録は、総務省が構築する情報

ネットワークシステム上のログであるため、

これに訂正が生じた場合は、関係各所に速や

かに通知します。 

 


